
一戦後、新制大学の形成

と
こ
ろ
で
、
新
制
大
学
と
は
ど
の
よ
う
な
要
件
を
備
え
て
い
る
べ
き
か
、
こ
の
時
期
に
多
く
の
議
論
が
闘
わ
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
Ｃ

Ｉ
Ｅ
に
よ
っ
て
従
来
の
大
学
設
立
認
可
基
準
が
内
規
的
で
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
「
大
学
設

立
基
準
」
設
定
の
た
め
の
協
議
会
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
十
一
月
に
、
都
内
の
国
公
私
立
大
学

一
○
校
か
ら
な
る
「
大
学
設
立
基
準
設
定
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
基
準
作
り
に
着
手
し
た
。
翌
年
に
な
る
と
、
文
部
省
か
ら
離
れ
て
、
大

学
自
身
が
水
準
向
上
の
た
め
に
自
主
的
に
基
準
を
設
け
る
べ
き
だ
と
い
う
意
向
が
高
ま
り
、
一
九
四
七
年
五
月
十
二
、
十
三
日
に
は
、
全

国
旧
制
大
学
四
六
か
校
が
参
加
し
て
「
大
学
設
立
基
準
設
定
連
合
協
議
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
冒
頭
の
挨
拶
で
和
田
小
六
座
長
（
東

た
め
、
東
京
外
事
専
門
坐

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
日
本
の
変
革
は
、
教
育
の
面
に
お
い
て
も
画
期
的
で
あ
っ
た
。
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
、
総
司
令
部

（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
民
間
情
報
教
育
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｅ
）
の
認
可
を
受
け
て
、
教
育
基
本
法
と
学
校
教
育
法
が
公
布
さ
れ
た
。
学
校
教
育
法
に
よ
り
、

六
’
三
’
三
’
四
制
が
制
定
さ
れ
、
新
制
大
学
は
一
九
四
九
年
度
か
ら
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
専
門
学
校
は
廃
止
さ
れ
た

た
め
、
東
京
外
事
専
門
学
校
は
、
廃
校
か
、
新
制
大
学
へ
の
昇
格
か
、
あ
る
い
は
他
の
新
制
大
学
へ
の
統
合
か
の
危
機
に
立
た
さ
れ
る
こ

第
四
編
新
制
大
学
発
足
期
の
東
京
外
国
語
大
学
一
九
四
九
’
一
九
六
○
年

一
新
制
大
学
基
準
制
定
の
経
緯
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